
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社は、企業活動を支える様々なステークホルダーの利益を重視しており、これに応えるべく、企業価値を向上し、社会的信頼に応える上でコー 
ポレート・ガバナンスの充実は重要であると認識しております。 
経営体制を強化し、迅速な意思決定を行うとともに、説明責任を持って、透明性、公正性の高い組織体制を構築、維持することは、健全な経営に 
必要不可欠であると認識しております。当社に最もふさわしいコーポレート・ガバナンス体制を検討し、継続的に整備・構築していく所存でありま 
す。  

２．資本構成 

【大株主の状況】 

補足説明 

上記【大株主の状況】は、平成23年５月末日現在の株主名簿に基づき記載しておりますが、平成23年６月16日及び平成23年６月29日開催の取締 
役会決議に基づき、平成23年７月19日付で公募により4,000,000株の新株式を発行しております。  

３．企業属性 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

―――  

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

―――  

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE RaQualia Pharma Inc.

最終更新日：2011年12月9日

ラクオリア創薬株式会社
代表取締役  長久 厚

問合せ先：取締役 常務執行役員  土屋 進
証券コード：4579

http://www.raqualia.com/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）
CIP V Japan Limited Partnership Incorporated 2,296,000 24.78

NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 1,834,400 19.79

ファイザー株式会社 1,772,000 19.12

NIFSMBC-V2006S1投資事業有限責任組合 1,100,800 11.88

ジャフコ・スーパーＶ３共有投資事業有限責任組合 320,000 3.45

長久 厚 252,000 2.72

JKPE合同会社 240,000 2.59

ユーテック一号投資事業有限責任組合 240,000 2.59

コラボ産学官ファンド投資事業有限責任組合 160,000 1.73

ラルク＆ハヤテ事業組合 144,000 1.55

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

上場取引所及び市場区分 大阪 JASDAQ

決算期 12 月

業種 医薬品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満
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Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2) 

【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

監査室（内部監査部門）及び会計監査人が監査を有効的かつ効率的に進めるため、監査役は、内部監査の立会い及び実施結果の報告を受ける 
など、監査室との情報交換を密に行い、また、会計監査人とは監査及び四半期計画並びに四半期決算及び期末決算毎の会計監査結果及びレビ 
ュー結果の報告を受けるなど、業務遂行時における健全化、効率化及び実効性の向上に努めております。  

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 7 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

0 名

氏名 属性
会社との関係(※１)

a b c d e f g h i
平井 昭光 他の会社の出身者        ○  

a 親会社出身である
b 他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名
独立
役員 適合項目に関する補足説明

当該社外取締役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

平井 昭光  
弁護士・弁理士（レックスウェル法律特許 
事務所 代表パートナー）

弁護士、弁理士としての豊富な経験並びに分 
子生物学を中心とする幅広くかつ奥深いバイオ 
テクノロジー分野での学識・経験を当社の経営 
に生かしていただきたいため、社外取締役とし 
て選任しております。

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

社外監査役の選任状況 選任している
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会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2) 

【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

―――  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

当社は、当社の役員や従業員に対して業績向上に対する意欲を持たせることを目的として、ストック・オプション制度を採用しております。  

該当項目に関する補足説明 

当社は、当社役員や従業員に対して業績向上に対する意欲を持たせることを目的として、ストック・オプションとして新株予約権を付与しておりま 
す。  

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明 

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
井上 尚治 他の会社の出身者        ○  

縣 久二 他の会社の出身者    ○    ○  

a 親会社出身である
b その他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外監査役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

井上 尚治  特記事項はありません。

保険会社、格付機関、シンクタンクにおける勤 
務経験ならびにベンチャー・キャピタルの監査 
役として多様な経験があることから、これらによ 
り培った専門知識・経験を当社の経営に生かし 
ていただきたいため、社外監査役として選任し 
ております。 

縣 久二 ○
太陽誘電株式会社 取締役 
響きパートナーズ株式会社 特別顧問 
テムリック株式会社 監査役

ベンチャー・キャピタルの社員として多くのベン 
チャー企業の育成に携わられ、この分野での 
多様な経験があることから、当社の経営判断 
に際し、これらの専門知識・経験に基づいた指 
導・助言をいただきたいため、社外監査役とし 
て選任しております。

独立役員の人数 1 名

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、社外監査役、従業員

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない
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平成22年12月期における社内取締役及び社外取締役に対する役員報酬は以下のとおりです。 
社内取締役：14,190千円 
社外取締役：5,100千円 

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

―――  

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

社外取締役及び社外監査役を補佐する担当については、特に専任しておりませんが、取締役会の事務局を中心に適宜必要な情報を伝達するよ 
うに努めております。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 

当社は、会社の機関として取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 
ａ．取締役会 
取締役会は、定時取締役会を毎月１回、また必要に応じて臨時取締役会を開催しており、当社の経営方針、年度予算その他重要な事項に関する 
意思決定や月次予算統制その他重要事項の報告を行っております。取締役会の経営監視機能を強化するため、当社の取締役５名のうち１名が 
社外取締役であり、ベンチャー企業の育成等に精通した人材を登用しております。監査役は、常に取締役会に出席し、取締役会の運営状況を監 
視できる体制となっております。 
ｂ．監査役会 
監査役会は、定時監査役会を毎月１回、また必要に応じて臨時監査役会を開催しております。当社の監査役会は監査役３名（常勤１名、非常勤２ 
名）で構成され、ベンチャー企業の育成や医薬品の開発等に精通した人材を登用することで、監査体制の充実と監査業務の独立性・透明性の確 
保に努めております。常勤監査役は、取締役会、執行役員会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、期初に監査役会で承認 
された監査計画に基づき、決裁書類の閲覧等を随時行うなど、全部署の業務の計画的な監査を実施しております。さらに、必要に応じて、適宜監 
査役間で協議を行い、これを通じて監査役相互の意見交換を実施しております。 
ｃ．執行役員会 
当社は執行役員制度を導入しており、執行役員による業務の執行機能と取締役による経営の監視の位置付けを明確にし、迅速な業務執行を重 
視しながらも、同時に適正な業務のマネジメントを企図しております。執行役員会は、代表取締役、各部門の長である執行役員９名及び常勤監査 
役で構成されており、主として、代表取締役の業務執行の諮問機関として、また経営課題の実務的な協議の場として、毎月２回以上開催し、経営 
の迅速かつ適正な意思決定を支えております。 
ｄ．コンプライアンス委員会 
コンプライアンス委員会は、代表取締役及び各部門の長である執行役員９名をメンバーとしており、「コンプライアンス規程」を定め、原則として、 
半年に１回の定例会議を開催しております。当委員会は、コンプライアンス体制の構築、コンプライアンス・プログラムの策定及び維持、当社の法 
令遵守状況の監視、従業員に対するコンプライアンス教育・研修の実施を主な活動内容としております。 
過去に開催したコンプライアンス委員会では、コンプライアンスの重要性の共有・徹底のための小冊子「社員行動指針」の作成及び配布を行い、 
また、全従業員に対するコンプライアンス教育として、「社員行動指針」に基づく行動、情報セキュリティ、内部通報に関する教育及びインサイダー 
取引に関する教育を実施しております。 
今後は、事業全体に影響度の高いインサイダー取引に関する教育に重点を置き、啓蒙活動を行ってまいります。 
ｅ．リスク管理委員会 
リスク管理委員会は、代表取締役及び各部門の長である執行役員９名をメンバーとしており、「リスク管理規程」を定め、原則として、半年に１回の 
定例会議を開催しております。当委員会では、コンプライアンスリスク、風評リスク、オペレーショナルリスク、災害リスク及びその他のリスクを想 
定しており、それらのリスクに対する評価、対応、管理、情報伝達等を活動内容としております。 
過去に開催したリスク管理委員会では、一般的な情報セキュリティに関するリスク教育の実施、また、災害発生時の緊急対応に必要な連絡体制 
の整備を行い、また、会社全体に関わるリスクについては、想定されるリスクを洗い出し、発生頻度と損失の大きさとの関連を考慮して評価を行っ 
ております。 
今後は、影響度の高いリスクに対する対応策を検討し、想定し得るすべてのリスクの軽減に努めてまいります。 
ｆ．会計監査人 
当社は、会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、監査業務を委嘱しております。継続して公正不偏の立場から監査業務が遂行できる 
よう環境を整え、公正かつ適切な経営情報及び財務情報の提供に努めております。 
なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、中浜明光、佐野明宏及び西原浩文であり、当社に対する継続監査年数はいずれも７年以 
内であります。当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、その他７名であります。 
ｇ．内部監査及び監査役監査の状況 
内部監査については、代表取締役直属の部署である監査室（監査室の構成員は監査室長１名）が、全部署に対する監査を実施しております。監 
査室は、年間監査計画に基づいて監査を行い、内部監査の結果を取りまとめた報告書を代表取締役に提出しております。また、被監査部門に対 
しては、当該報告書を提出するとともに、改善の指示を行っております。被監査部門は、改善要請のあった事項について、通知後遅滞なく改善指 
示に対する回答書を作成し、内部監査の結果を業務改善に反映しております。 
監査役の監査活動については、取締役会、執行役員会等の重要な会議への出席のほか、監査計画に基づいた業務監査及び会計監査を実施し 
ております。また、常勤監査役については、社内文書の調査や実際の業務活動状況の聴き取りを実施する等の監査活動を実施し、その結果を原 
則として毎月１回開催される監査役会において報告しております。常勤監査役からの報告を受け、他の監査役はそれぞれの専門的な見識から意 
見交換を行っております。 
なお、当社では、監査室及び会計監査人が監査を有効的かつ効率的に進めるため、監査役は、内部監査の立会い及び実施結果の報告を受ける 
など、監査室との情報交換を密に行い、また、会計監査人とは監査及び四半期計画並びに四半期決算及び期末決算毎の会計監査結果及びレビ 
ュー結果の報告を受けるなど、業務遂行時における健全化、効率化及び実効性の向上に努めております。 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社は執行役員制度を導入しており、執行役員による業務の執行機能と取締役による経営の監視の位置づけを明確にし、迅速な業務執行と同時 
に適正な業務のマネジメントを企図しております。 
また、当社は社外監査役２名を含む計３名の監査役からなる監査役会を設置しており、経営の監視の面では十分な体制が整っていると考えてお 
ります。監査役は、取締役会、執行役員会等の重要な会議に出席し、客観的かつ中立的な立場から適宜意見を述べており、監査体制の充実と監 
査業務の独立性・透明性の確保に務めております。 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

なし

- 4 -



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

実施していません。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

IR資料のホームページ掲載
当社のホームページ上に、株主・投資家向けサイト「IR情報」を設けており、財 
務状況、経営成績及びプレスリリース等の有用な情報を迅速に提供するな 
ど、積極的なIR活動を実施しております。

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

コンプライアンス規程を制定し、法律を遵守し、社会規範を守り、正しい企業理念・倫理に基づい 
た行動をとることにより、ステークホルダーの更なる信頼を得ることを目指しております。
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Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

内部統制の基本方針について、取締役会において以下のとおり決議しております。 
１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為、「コンプライアンス規程」を定め、必要に応じ外部の専門家を起用し法令 
定款違反行為を未然に防止する。取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報告するなどガ 
バナンス体制を強化する。 
（2）代表取締役の直轄部門として監査室を置き、同室が内部監査を行うこととする。 
監査室は、業務監査においてコンプライアンスの状況の監査を重要監査項目と位置付け、監査結果については、必要に応じて取締役会、監査役 
会に報告するものとする。 
（3）法令上、疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段として内部通報制度を設ける。 
（4）市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては一切の関係を遮断することを方針とし、警察等の外部機関や関連団体と緊 
密に連携し、全社を挙げて反社会的勢力排除のための社内体制を整備する。 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
取締役の職務執行に係る情報については、定款、文書管理規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理 
することとし、必要に応じて10 年間は閲覧可能な状態を維持する。 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
（1）リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築 
する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチ 
ームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。 
（2）新たに生じたリスクへの対応のために、必要な場合には代表取締役から全部門に示達するとともに、速やかに対応責任者となる取締役を定 
める。 
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
（1）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月１回定期に開催するほか、必要に応じて適 
宜臨時に開催する。 
（2）取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責任者およびその責任、執行 
手続の詳細について定める。 
（3）（1）及び（2）の定めにかかわらず、当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、執行役員会規程等の社内規程に基づき事 
前に執行役員会において議論を行い、その審議を経て決定を行う。その上で、法令・定款あるいは取締役会規則等の社内規程に基づき取締役会 
における決議が必要な事項については、取締役会に上程し、審議・決定を行う。 
５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
（1）コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程を定め、内部統制システムの構築・維持・向上を推進すると共に、コンプライアンス 
体制の整備及び維持を図る。必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドラインの策定、研修の実施を行う。 
（2）取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には直ちに監査役に報告するものとし、遅 
滞なく取締役会において報告する。 
（3）法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制を整備する。 
（4）監査役は当社の法令遵守体制及び社内報告体制の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることが 
出来る。 
６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する体制 
（1）監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程を監査役会規則内に定め、代表取締役は監査役会が当該使用人を置く必要があると認めた 
ときは、監査役会と協議し、監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命することとする。 
（2）監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役 
会が決定することとし、取締役からの独立を確保するものとする。 
７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを 
確保するための体制 
（1）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制について、それぞれ取締役会規則並びにコンプライアンス規程内に定めることとし、取締 
役及び使用人は当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告するものとする。前記に関わらず、監査役はいつ 
でも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。 
（2）内部通報体制を整備し、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告 
体制を確保する。 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、企業の社会的責任及び企業防衛の観点から、反社会的勢力排除は、経営上重要であると認識しております。当社は、反社会的勢力と 
の取引や支援を含む一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求に対しては屈せず、経営活動に対する妨害や誹謗中傷等の被害を 
受けた場合は、警察等関連機関と連携し、毅然とした対応をいたします。また、反社会的勢力との取引等を予防ないし牽制すべく、暴力団排除条 
項をもって関係等を拒絶する旨を定め、役員・従業員に対して定期的に教育を実施することにより周知徹底しております。 
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Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

―――  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

―――  

買収防衛策の導入の有無 なし
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コーポレート・ガバナンス体制（模式図） 
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